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�愛媛県告示第３７９号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第３８０号
医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の６第１項の規定により、

第７次愛媛県地域保健医療計画（平成３０年４月愛媛県告示第３６６号）

を次のとおり変更した。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次のとおり」は、省略し、それぞれの計画を愛媛県保健福祉

部社会福祉医療局医療対策課及び各保健所に備え置いて一般の縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市吉田町白浦字カキガシリ外３８の３、外３８の４、外３９の

２、外３９の３、外４２の２、外４２の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第３８５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

金生川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとお

り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、東予地

方局建設部及び四国中央土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

立間川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとお

り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、南予地

方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

僧都川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとお

�愛媛県告示第３８１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

レデイ薬局馬越店 今治市馬越町四丁目３番３９号 株式会社レデイ薬局 精神通院医療（薬
局）

令和２年
４月１日

真成堂セリ薬局 西条市大町７０３番地３ 株式会社西日本ファーマシー 精神通院医療（薬
局）

令和２年
３月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社ケアライン 香川県高松市木太町１１７７番地
６

訪問看護ステーションケアラ
イン松山

愛媛県松山市樽味四丁目１２番
１８号 精神通院医療 令和２年

４月１日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

もも訪問看護ステー
ション

松山市天山１丁目４
番７号

松山市和泉北３丁目
１番１１号ＬＵＭＩＥ
ＬＥ和泉１０３号室

令和２年
２月１日

愛 媛 県 報令和２年４月１０日 第９５号

３００
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り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、南予地

方局建設部及び愛南土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

蓮乗寺川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のと

おり策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、南予地

方局建設部及び愛南土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定に基づ

き、明神川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実

施すべき区間について、河川整備計画を次のとおり策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、中予地

方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３９０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

令和２年４月１０日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

１工区

愛媛県西条市ひうち字西ひうち５番、６番１の地先公有水面

� 区域

次の各地点のうち、①の地点から⑬の地点までを順次結んだ

線及び①の地点と⑬の地点とを結ぶ昭和５５年６月１４日付け愛媛

県指令５０港第６１号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界

線（Ｄ．Ｌ．＋３．３１メートルにより決定）により囲まれた区域。

基点（天神山三等三角点）は、北緯３３度５５分４１秒４７６２、東経

１３３度１２分５１秒３２８５の地点。

①の地点 基点から２９１度４９分２２秒３，１０２．９０メートルの地点

②の地点 ①の地点から３４４度１６分３０秒２．００メートルの地点

③の地点 ②の地点から７３度５６分３８秒３．７６メートルの地点

④の地点 ③の地点から３４３度５６分５９秒４０．６０メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から２５３度５６分５８秒３．６６メートルの地点

⑪の地点 ⑤の地点から３４３度５７分１５秒１３７．４０メートルの地

点

⑫の地点 ⑪の地点から７３度５６分５３秒３１９．６６メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から１６３度０１分５３秒１８０．０２メートルの地

点

� 面積

５７，６５１．１９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成９年７月１８日 愛媛県指令港第１３７号

４ しゅん功認可年月日

令和２年４月１０日

�������
�愛媛県告示第３９１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（水準測量）

２ 作業期間 令和２年１月７日から

２月２８日まで

３ 作業地域 松山市、伊予市、伊予郡松前町

�������
�愛媛県告示第３９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、東温市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真撮影、写真地図撮影）

２ 作業期間 令和元年１１月１日から

令和２年３月３０日まで

３ 作業地域 東温市全域

�������
�愛媛県告示第３９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

上分町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年４月１０日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

愛 媛 県 報令和２年４月１０日 第９５号

３０１
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令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号

今治市玉川町龍岡上字力石原井川甲７２５番３地先から

同字甲７１７番４地先まで
旧 １２．１～１３．０ ０．０６２

今治市玉川町龍岡上字力石原井川甲７２５番３から

同字甲７１７番４まで
新 １３．０～１８．７ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町龍岡上字原井川甲７２５番３から

同字甲７０４番１まで
令和２年４月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線

越智郡上島町弓削藤谷６８７番２から

同町弓削藤谷６８８番４まで
旧 ４．５～１５．３ ０．０３８

越智郡上島町弓削藤谷６８７番３から

同町弓削藤谷６８８番５まで
新 １１．１～２２．１ ０．０３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削藤谷６８７番３から

同町弓削藤谷６８８番５まで
令和２年４月１０日
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�愛媛県告示第３９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治大三島自転車道線
今治市伯方町伊方乙５５１番２から

同町伊方乙５５１番２まで
令和２年４月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治大三島自転車道線

今治市伯方町伊方甲２２５１番１地先から

同町伊方甲２２５１番１地先まで
旧 １１．９～１４．５ ０．０１４

今治市伯方町伊方乙５５１番２から

同町伊方乙５５１番２まで
新 １４．４～２２．１ ０．０１４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城６１５７番２から

同町岩城６１５７番２まで
令和２年４月１０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 名駒友浦線
今治市吉海町名８４７番５から

同町名８４７番５まで
令和２年４月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町渋草１４４４番地先から

同町渋草１４５６番地先まで
旧 ４．５～９．５ ０．２３８

上浮穴郡�万高原町渋草１４４４番２から

同町渋草１４５６番地先まで
新 １１．０～２７．０ ０．２３８
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労働委員会告示
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�愛媛県告示第４０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

五十崎土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年４月１０日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�������
�愛媛県告示第４０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定に

基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

矢野 和弘

今治市近見町二丁目５番３号

２ 包括外部監査契約の期間の始期

令和２年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用

の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算払並び

に監査の結果に関する報告に基づく支払

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
令和２年４月２日開催の委員会において、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８７条第１項の規定による選挙の結果、次の者が委

員長に就任した。

令和２年４月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県告示第４０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県労働委員会告示第１号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

令和２年４月１０日

愛媛県労働委員会

会 長 村 田 毅 之

愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町渋草１４４４番２から

同町渋草１４５６番地先まで
令和２年４月１０日

住 所 氏 名

松山市北�米町２０２番地１ 大 塚 岩 男

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

村 田 毅 之 愛媛県労働委員会会長
松山大学法学部教授・法学研究科長

３５期
３９～４４期 令和元年９月４日

大 熊 伸 定 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ４２～４４期 〃

小 田 敬 美 愛媛県労働委員会委員
愛媛大学法文学部・法文学研究科教授 ４２～４４期 〃

大 野 圭 介 愛媛県労働委員会委員
弁護士 ４２～４４期 〃

武 智 雅 子 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ４３～４４期 〃

砂 田 篤 志 愛媛県労働委員会委員
愛媛県私鉄労働組合連合会副会長 ４０～４４期 〃
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正 誤

�正 誤

令和２年４月１日付け第９２号外２愛媛県監査委員告示第１号（愛

媛県監査委員監査基準）中

若 宮 強 愛媛県労働委員会委員
自治労愛媛県本部特別執行委員 ４０～４４期 〃

菊 池 順 子 愛媛県労働委員会委員
元連合愛媛女性委員会副委員長 ４２～４４期 〃

弓 立 浩 二 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ４２～４４期 〃

菅 勝 幸 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・ＵＡゼンセン愛媛県支部長 ４３～４４期 〃

伊勢家 勝 正 愛媛県労働委員会委員
株式会社伊勢屋商店代表取締役社長 ４０～４４期 〃

大 西 宏 昭 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ４２～４４期 〃

柴 田 智 恵 愛媛県労働委員会委員
有限会社大豊陸送代表取締役社長 ４３～４４期 〃

本 田 美 紀 愛媛県労働委員会委員
有限会社オルソ本田取締役 ４４期 〃

� 倉 靖 愛媛県労働委員会委員
住友化学株式会社愛媛工場総務部長 ４４期 〃

八 塚 洋 愛媛県労働委員会事務局長 ― 令和２年４月１日

加 野 賢 二 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 〃

宮 田 信 泉 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 平成３１年４月１日

ページ 箇 所 誤 正

９４ 下から１行目 正当な必要 必要な注意

令和２年４月１０日 発行
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